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独立行政法人環境再生保全機構の概要 

 

１．第二期中期目標期間 

  平成 21年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 

 

２．目的・業務の内容 

（１）目的 

独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）は、公害に係る健康被害の

補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃

棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済等

の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び

将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること

を目的とする。（独立行政法人環境再生保全機構法（以下「機構法」という。）第 3条） 

 

（２）業務の内容 

機構は、機構法に基づき機構の目的を達成するため、機構が有する能力等を発揮し、

環境分野の政策実施機関として、その役割と責任を果たすため、次の業務を行っている。 

① 大気汚染や水質汚濁の影響による健康被害の補償業務（公害健康被害補償業務） 

（機構法 第 10条第 1項第 1号） 

② 大気汚染による健康被害を予防するために必要な事業に係る業務（公害健康被害 

予防事業）（機構法 第 10条第 1項第 2号） 

③ 日本国内及び開発途上地域の環境保全に取り組む民間団体への助成業務並びに民

間環境保全活動の振興に必要な調査研究等に関する業務（地球環境基金業務） 

（機構法 第 10条第 1項第 3号及び第 4号） 

④ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用の助成等の業務（ＰＣＢ廃棄物処理助成事業） 

（機構法 第 10条第１項第 5号） 

⑤ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8条の五第 3項に基づく廃棄物の最終処分場

の維持管理に係る費用の管理業務（最終処分場維持管理積立金管理業務） 

（機構法 第 10条第 1項第 6号） 

⑥ 石綿による健康被害の救済に関する認定、救済給付の支給、特別事業主からの拠出

金の徴収業務（石綿健康被害救済業務）（機構法 第 10条第 1項第 7号) 

⑦ ①から⑥に掲げる業務に附帯する業務（機構法 第 10条第 1項第 8号） 

⑧ 建設譲渡事業及び貸付事業に係る債権の管理及び回収業務（債権管理・回収業務） 

（機構法 附則第７条第 1項第 2号及び第 3号） 

⑨ 良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供

並びに研修を行うこと（機構法 第 10条第 2項） 
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日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会　市民公開講座
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水泳記録会

全員参加型の実技指導
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イ．住民相談会について広報 

24年度は 8箇所で開催（23年度は 4箇所） 

※ 新たな周知方法として折り込みチラシ配布に取り組んだ。 

 

ウ. インターネットを活用した広報 

（ア）ホームページでの情報提供 

制度の周知、申請の方法、認定状況に関する情報の提供を行った。 

また、機構ホームページ「アスベスト（石綿）健康被害（救済給付）」のサイトアクセ

ス件数は 86,197件となり、過去アクセス件数の最も多かった制度発足時の平成 18年度

の 74,939件を超えた。 

●石綿ホームページアクセス件数 

24年度 23年度 対前年比 

86,197件 73,258件 17％ 

 

  

会場（地区） 周知方法 

北海道立道民活動センター 

かでる 2.7 (札幌市) 
新聞広告(北海道新聞）、自治体、地方事務所周知 

旭川市民文化会館 

(旭川市) 
※新聞折込(北海道新聞)、市役所にパンフ設置 

市立函館保健所 

(函館市) 
※新聞折込(北海道新聞)、市報掲載 

ヒューモスファイヴ 

(仙台市) 
新聞広告(河北新報）、保健所にパンフ設置 

静岡県男女共同参画センター 

(静岡市) 
新聞広告(静岡新聞） 

岡山国際交流センター 

(岡山市) 
新聞広告(山陽新聞）、地方事務所周知 

アクロス福岡 

(福岡市) 
新聞広告(西日本新聞)、地方事務所周知 

沖縄レインボーホテル 

(那覇市) 
新聞広告(沖縄ﾀｲﾑｽ）、県ホームページ掲載 
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（イ）ＥＩＣネットを活用したバナー広告の実施 

環境関連情報サイト（ＥＩＣネット）に石綿健康被害救済制度のバナーを張ること

により、機構石綿トップページへの誘導を行うことによる制度周知を 6 月 1 日から 3

か月間及び 12月 1日から 3か月間実施した。 

●ＥＩＣネットから機構ホームページへのアクセス件数 

24年度（6,7,8,12,1,2月） 23年度（12,1,2月） 対前年比 

2,692件 1,414件 90％ 

 

（ウ）リスティング広告の実施 

機構ホームページへのアクセスを促すため、検索エンジン（Yahoo!及び Google）

を使ってのリスティング広告を、Yahoo!は 8 月 1 日から３か月間、Google は 11 月 1

日から 3か月間実施した。 

 

 

 

 

 

（資料編 P93 石綿 3 広報の効果測定について） 

（資料編 P95 石綿 4 機構ホームページ中「アスベスト(石綿)健康被害」のページアクセス数の

推移） 

 

エ．交通広告による広報 

首都圏ＪＲ(10月)及び関西私鉄 3社（京阪、近鉄、阪神、11月)に車内ポスターを掲

載、九州新幹線でＬＥＤ広告(25 年 1 月）を実施した（問い合わせＪＲ6 件、関西私鉄

12件）。 

 

 

 

 

 

 

  

 

検索エンジン 
検索エンジン 

経由アクセス数 

石綿 HPアクセス数 

24年度 23年度 対前年度比 

Yahoo!(8/1～10/31) 5,698件 23,934件 20,720件 15％ 

Google(11/1～1/31) 4,276件 25,710件 17,407件 47％ 
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別表-11

（単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 308,482 353,063 44,581

業務活動による支出 67,405 56,400 △11,005

投資活動による支出 161,081 273,483 112,402

財務活動による支出 19,265 19,249 △16

翌年度への繰越金 60,731 3,931 △56,800

資金収入 308,482 353,063 44,581

業務活動による収入 83,459 84,190 731

運営費交付金収入 1,781 1,781 0

国庫補助金収入 1,818 1,798 △20

その他の政府交付金収入 17,738 17,725 △13

都道府県補助金収入 1,500 1,107 △393

業務収入 50,680 51,581 901

受託収入 15 9 △7

運用収入 1,282 1,362 80

その他の収入 8,645 8,827 182

投資活動による収入 177,604 244,677 67,073

財務活動による収入 2,810 2,811 1

前年度よりの繰越金 44,609 21,385 △23,224

平成24年度資金計画（変更後、総計）

区分
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別表-12

(公害健康被害補償予防業務勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 104,843 91,730 △13,113

業務活動による支出 49,391 47,020 △2,371

投資活動による支出 46,660 43,429 △3,231

翌年度への繰越金 8,792 1,282 △7,510

資金収入 104,843 91,730 △13,113

業務活動による収入 46,216 46,329 113

運営費交付金収入 349 349 0

国庫補助金収入 251 232 △20

その他の政府交付金収入 8,805 8,793 △12

業務収入 35,905 36,015 110

運用収入 906 929 23

その他の収入 - 11 11

投資活動による収入 47,060 44,420 △2,640

前年度よりの繰越金 11,567 981 △10,586

別表-13

(石綿健康被害救済業務勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 105,040 87,962 △17,078

業務活動による支出 10,184 4,449 △5,735

投資活動による支出 49,000 82,901 33,901

財務活動による支出 - 2 2

翌年度への繰越金 45,856 609 △45,247

資金収入 105,040 87,962 △17,078

業務活動による収入 10,197 10,348 151

その他の政府交付金収入 8,933 8,933 0

地方公共団体等拠出金収入 1,258 1,269 11

受託収入 6 4 △3

その他の収入 - 143 143

投資活動による収入 78,700 75,700 △3,000

前年度よりの繰越金 16,143 1,913 △14,230

区分

区分
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別表-14

(基金勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 77,455 146,277 68,822

業務活動による支出 6,556 3,855 △2,701

投資活動による支出 65,370 140,649 75,279

翌年度への繰越金 5,529 1,772 △3,757

資金収入 77,455 146,277 68,822

業務活動による収入 12,774 12,203 △571

運営費交付金収入 769 769 0

国庫補助金収入 1,500 1,500 0

都道府県補助金収入 1,500 1,107 △393

運用収入 376 433 57

政府受託収入 9 5 △4

その他の収入 8,620 8,389 △231

投資活動による収入 51,840 116,040 64,200

財務活動による収入 10 11 1

前年度よりの繰越金 12,831 18,023 5,192

別表-15

(承継勘定） （単位：百万円）

計画額 実績額 差額

資金支出 21,144 27,094 5,950

業務活動による支出 1,274 1,076 △198

投資活動による支出 51 6,503 6,452

財務活動による支出 19,265 19,247 △18

翌年度への繰越金 554 268 △286

資金収入 21,144 27,094 5,950

業務活動による収入 14,272 15,309 1,037

運営費交付金収入 662 662 0

国庫補助金収入 67 67 0

業務収入 13,517 14,297 780

その他の収入 25 284 259

投資活動による収入 4 8,517 8,513

財務活動による収入 2,800 2,800 0

前年度よりの繰越金 4,068 468 △3,600

（注）総計および各勘定における各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分

区分
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この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。



 


